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現場長は、非組合員とすること

☆ 現場長は職場における会社を代表する者であり、ある程度の
裁量を持たせていることから、非組合員とすべきである。

転勤・配転・出向は本人の希望を尊重し、
生活事情に配慮した運用を行うこと

☆ 転居を伴う配転で辞令が出てから引っ越しなどの手続きを
するのでは時間がなさすぎる。全ての発令を14日前にする
べきである。

ＬＧＢＴの対応を行うこと

☆ ＬＧＢＴ対策は、個性の尊重であり、会社が早急に取り
組むべき課題である。

出向先の労働条件を改善すること

☆ 出向先とＪＲ東海とでは労働条件が大きく異なる。
出向社員の安全や健康を守るために労働条件の改善を働きか
けるべきである。


